
 

札幌市一時預かり事業（一般型幼稚園タイプ）補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、札幌市一時預かり事業（一般型幼稚園タイプ）実施要綱（平成

27 年３月 31 日子ども未来局長決裁。以下「実施要綱」という。）に基づき、実施要

綱第１条に定める一時預かり事業（一般型幼稚園タイプ）（以下「事業」という。）

に要する経費に対し、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し、

札幌市補助金等の事務取扱に関する規程（昭和 36 年訓令第 24 号）に規定するもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助対象者は、実施要綱第２条の規定に基づく実施施設の設置者とする。 

（補助対象経費） 

第３条 この補助金の対象経費は、事業を運営する経費のうち、別表１に掲げる経費

とする。 

（補助金交付額の算定方法） 

第４条 補助金の額は、別表２及び別表３に定める施設ごとの基準額と、前条に規定

する対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、いず

れか少ない額とする。 

２ 前項に規定する額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、実施施設が事業の実施にあたり実施要綱第 11 条第

２項に定める標準利用料を超える高額な利用料を保護者から徴する場合は、当該事

業について、この要綱に定める補助金の交付対象から除外する。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助対象者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、補

助金交付申請書に関係書類を添えて、当該年度における事業開始後２か月以内（年

度当初から実施する場合は６月末日まで）に市長に提出するものとする。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条に定める補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を

審査し、補助することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助

金交付決定通知書により、補助対象者に対し通知するものとする。 

（補助金の概算払） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、補助対象者の申

出に基づき、５月（年度途中から実施する場合は、事業開始月）の利用状況から別

表２、別表３により算出した１か月当たりの基準額に事業実施月数を乗じた額と、

別表１に掲げる対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比

較して、いずれか少ない額を概算交付することができる。 

（事業計画の変更） 

第８条 補助対象者は、補助金の交付申請をした後に事業計画を著しく変更しようと

するときは、関係書類を提出し、市長の承認を得なければならない。 

２ 前条の規定は、前項の規定により変更した場合について準用する。 



 

（実績報告書の提出） 

第９条 補助金の概算交付を受けた補助対象者は、補助対象事業終了後又は事業廃止

後１か月以内に、事業実績報告書に収支決算書を添えて市長に提出するものとする。 

（補助金の確定） 

第 10 条 市長は、前条に定める事業実績報告書の提出を受けた時は、事業内容を審

査し、適正に実施されていると認めたときは補助金を確定し、補助対象者に対し補

助金確定通知書により通知するものとする。 

（補助金の精算） 

第 11 条 市長は、前条に定める補助金の確定額が、既に交付した補助金額を超える

ときは、確定額に不足する額を交付し、満たないときは、期限を定めてその満たな

い額を返還させるものとする。 

（補助の取消し） 

第 12 条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

(1) 補助条件に違反したとき 

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

(3) 法令又はこれに基づく処分に違反したとき 

(4) その他市長が補助することが不適当と認めたとき 

２ 前項の規定は、第 10 条に定める補助金額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しを行ったときは、理由を付してその旨を当該

補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 13 条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当

該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、

その返還を補助対象者に対し命じるものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第 14 条 補助対象者は第 12 条第１項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜ

られたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納

額を控除した額）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した加算金を本市に納

付しなければならない。 

２ 補助対象者は、補助金の返還が命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったと

きは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95

パーセントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。 

３ 市長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算

金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第 15 条 市長は、補助対象者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は

延滞金の全又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は



 

事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一

時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。 

（立入調査等） 

第 16 条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の規定に基づき、補助対

象者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿

書類その他の物件を調査させ、もしくは関係者に質問させることができるものとす

る。 

２ 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これ

を提示しなければならない。 

（様式） 

第 17 条 この要綱に定める事業の実施に必要な様式については、支援制度担当部長

が別に定める。 

（委任） 

第 18 条 この要綱の実施に関し、その他必要な事項は支援制度担当部長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年２月 17 日から施行し、平成 28 年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年７月７日から施行し、平成 29 年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成 31 年３月 22 日から施行し、平成 30 年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

改正後の別表２の規定については、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年２月 19 日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和３年３月 31 日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月 10 日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月２日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年６月 20 日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

  



 

別表１ 

人件費  

 

役員報酬 役員に支払う報酬、諸手当 

職員俸給 常勤職員に支払う俸給 

職員諸手当 常勤職員に支払う諸手当 

非常勤職員給

与 
非常勤職員に支払う給与 

法定福利費 法令に基づいて負担する社会保険料、雇用保険料等の費用 

事務費 

 

福利厚生費 職員の健康診断その他福利厚生のための費用 

旅費交通費 業務に係る職員の出張旅費及び交通費 

研修費 職員に対する教育訓練に直接要した費用 

消耗品費 事務に必要な用紙、文房具等の消耗品の消費額 

器具什器費 事務に必要なものの消費額 

印刷製本費 
事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷代及び製本

代 

水道光熱費 電気、ガス、水道等の使用料 

燃料費 灯油及び重油等の燃料 

修繕費 建物、器具、備品等の修繕等の費用 

通信運搬費 電話料及び郵便代、その他通信・運搬に要する費用 

広報費 パンフレット作成費等の諸費用 

業務委託費 
洗濯、清掃、夜間警備及び給食（給食材料費を除く）など施設

の業務の一部を他に委託するための費用 

手数料 役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のもの 

損害保険料 建物、器具等に係る損害保険契約に基づく保険料 

賃借料 事務に必要な器具及び備品、家賃等の賃料 

租税公課 税金及び国・地方公共団体などから課せられる賦課金 

 

事業費 

 

給食費 食材及び食品の費用 

保健衛生費 
医薬品等の購入費及び健康診断料、施設内の消毒等に要する

費用 

被服費 乳幼児の衣類、寝具等を購入するための費用 

日用品費 乳幼児に現物で提供する身のまわり品などの日用品の費用 

保育材料費 
保育に必要な文具材料、絵本等の費用及び運動会等の行事を

実施するための費用 



 

備考 

１ 一時預かり事業（一般型幼稚園タイプ）にかかる費用を算出すること。 

２ 算入できる人件費は以下のとおりとする。 

 職員の類型 

職員が通常勤務する日※１ 

休日 教育課程

時間 
教育課程時間外 

４時間程

度まで 

合計８時

間まで 

合計８時

間超 

合計８時

間まで 

合計８時

間超 

一時預かり事業の専任職員 ○ ○ ○ ○ ○ 

一時預か

り事業と

幼稚園等

の教員等

との兼務

職員 

幼稚園等に

おける学級

担任等の常

勤職員※２ 

× 

※３ ※５ 

× 

※３ 

○ 

※４ 

○ 

※４ 

○ 

※４ 

幼稚園等に

おける非常

勤講師等 

※２ 

× 

※５ 

○ 

※６ 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

 ※１ 長期休業期間における職員が通常勤務する日を含む 

 ※２ 一時預かり事業と幼稚園等とが一体的に運営されており、一時預かり事業    

の必要職員数が１人の場合、当該幼稚園等からの支援職員については、職員    

の勤務形態等を問わず、幼稚園等の教員等が兼務できる。 

 ※３ 必要となる人件費が、幼稚園等の施設型給付の公定価格で措置されている 

ため、一時預かり事業の職員配置数に算入不可。 

 ※４ 超過勤務・休日勤務を行う場合の人件費は、公定価格で措置されていない 

ため、一時預かり事業の配置職員数に算入可。 

 ※５ 長期休業期間においては、幼稚園等の業務と必ずしも重複しないため、配  

置職員数に算入可。 

 ※６ 教育課程時間の勤務内容・時間との区分が契約職務命令等により明確とな 

るように留意することが必要。 

３ 退職金及び退職共済掛け金は、人件費に含めないものであること。 

４ 保育事業経費は、固定資産の購入に該当するものは含めないこと。 

 

別表２ 

年間延べ利用児童数 基準額 

300 人以上 900 人未満 3,240,000 円 

900 人以上 1,500 人未満 3,470,000 円 

1,500 人以上 2,100 人未満 5,012,000 円 

2,100 人以上 2,700 人未満 6,554,000 円 

2,700 人以上 3,300 人未満 8,096,000 円 



 

3,300 人以上 3,900 人未満 9,638,000 円 

3,900 人以上 4,500 人未満 11,180,000 円 

4,500 人以上 5,100 人未満 12,722,000 円 

5,100 人以上 5,700 人未満 14,264,000 円 

5,700 人以上 6,300 人未満 15,806,000 円 

6,300 人以上 6,900 人未満 17,348,000 円 

6,900 人以上 7,500 人未満 18,890,000 円 

7,500 人以上 8,100 人未満 20,432,000 円 

8,100 人以上 8,700 人未満 21,974,000 円 

8,700 人以上 9,300 人未満 23,516,000 円 

9,300 人以上 9,900 人未満 25,058,000 円 

9,900 人以上 10,500 人未満 26,600,000 円 

10,500 人以上 11,100 人未満 28,142,000 円 

11,100 人以上 11,700 人未満 29,684,000 円 

11,700 人以上 12,300 人未満 31,226,000 円 

12,300 人以上 12,900 人未満 32,768,000 円 

12,900 人以上 13,500 人未満 34,310,000 円 

13,500 人以上 14,100 人未満 35,852,000 円 

14,100 人以上 14,700 人未満 37,394,000 円 

14,700 人以上 15,300 人未満 38,936,000 円 

15,300 人以上 15,900 人未満 40,478,000 円 

15,900 人以上 16,500 人未満 42,020,000 円 

16,500 人以上 17,100 人未満 43,562,000 円 

17,100 人以上 17,700 人未満 45,104,000 円 

17,700 人以上 18,300 人未満 46,646,000 円 

18,300 人以上 18,900 人未満 48,188,000 円 

18,900 人以上 19,500 人未満 49,730,000 円 

19,500 人以上 20,100 人未満 51,272,000 円 

※20,100 人以上の場合は別途協議 

備考 

１ 年間延べ利用児童数に適用する児童数は、実績の延べ利用児童数と、市長が認

定した施設毎の一時預かり事業における利用定員に年間の開所日数を乗じて得

た延べ利用児童数を比較して、いずれか低い人数とする。 

２ 年間延べ利用児童数が 300 人未満の場合の基準額は、札幌市一時預かり事業

（幼稚園型）における休日単価及び長時間加算単価に、年間延べ利用児童数を乗

じて得た額とする。 

３ 年間延べ利用児童数に適用する児童数に別表３に示す特別支援児童加算の対象

となる児童数は含まない。 

 



 

別表３ 特別支援児童加算 

項目 単価 基準額 

特別な支援を要する

児童１人あたり日額 
3,600 円 

単価に年間の延べ利用児

童数を乗じて得た額 

備考 

１ 特別な支援を要する児童とは、職員配置基準に基づく職員配置以上に加配が必要

な障がい児や、多胎育児家庭の育児疲れ等による心理的・身体的負担の軽減を図る

ために受け入れる多胎児をいう。 

２ 障がい児を受け入れる施設において、次の要件をいずれも満たす施設に加算を適

用する。 

(1) 加算の申請に対し、保護者の同意を得ていること。 

 (2) 教育上特別な支援を要し、下記の書類の写しを提出可能な児童であること。 

  ア 身体障害者手帳 

  イ 療育手帳 

  ウ 特別児童扶養手当障害認定通知書 

  エ 通所受給者証又は通所給付費支給決定通知書 

  オ 判定書 

(3) 当該児童が事業を利用した場合に、実施要綱第６条で定める職員配置基準に基

づく職員配置以上に保育従事者を配置すること。 

３ 多胎児を受け入れる施設において、次の要件をいずれも満たす施設に加算を適用

する。 

(1) 実施要綱第７条で定める設備基準を遵守していること。 

(2) 実施要綱第５条で定める定員を超えて受け入れていること。 

(3) 当該児童が事業を利用した場合に、実施要綱第６条で定める職員配置基準に基  

づく職員配置以上に保育従事者を配置すること。 


